
現地調査
(農業委員会事務局が訪問）

「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」発行の流れ

相続の発生

遺産分割協議 管轄税務署へ納税手続き

「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」
の申請（申請先：農業委員会事務局）

 農業委員会にて審議

「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」
の発行（発行元：農業委員会事務局）

「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」
の申請（申請先：みどり課）

「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」
の発行（発行元：みどり課）

管轄税務署にて相続税納税猶予の設定手続き

納税猶予の設定

納税猶予の設定なし（納税）

『即日発行』


